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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】ＳＧＳＮ再開後の移動局への着信の到来に対し
て即時に通信サービスの復帰を可能とする移動端末と登
録方法を提供する。
【解決手段】ＭＭＥと、ＳＧＳＮと、ＧＰＲＳと、ＩＳ
Ｒ機能を有する移動端末を含む移動通信ネットワークに
おいて、ＳＧＳＮが再開した場合に、Ｓ－ＧＷはすべて
のベアラーを保持し、移動通信ネットワーク外部からの
着信をＩＭＳＩを含むＤｏｗｎｌｉｎｋ　Ｄａｔａ　Ｎ
ｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ信号でＳＧＳＮに通知し、移動
端末は、ＳＧＳＮよりＩＭＳＩを用いてページングを受
け、着信を受けた移動端末は、移動通信ネットワークに
再登録（アタッチ）する登録手段と、を有する。
【選択図】図８
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＭＭＥ（Ｍｏｂｉｌｉｔｙ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｅｎｔｉｔｙ）と、ＳＧＳＮ（Ｓ
ｅｒｖｉｎｇ　ＧＰＲＳ　Ｓｕｐｐｏｒｔ　Ｎｏｄｅ）と、Ｓ－ＧＷ（Ｓｅｒｖｉｎｇ　
Ｇａｔｅｗａｙ）とを含み、ＩＳＲ（Ｉｄｌｅｍｏｄｅ　Ｓｉｇｎａｌｌｉｎｇ　Ｒｅｄ
ｕｃｔｉｏｎ）機能を有する移動通信ネットワークに用いられる移動端末（ＵＥ）であっ
て、
　前記移動通信ネットワークは、前記ＳＧＳＮが再開した場合に、前記Ｓ－ＧＷはすべて
のベアラーを保持し、前記移動通信ネットワーク外部からの着信をＩＭＳＩ（Ｉｎｔｅｒ
ｎａｔｉｏｎａｌ　Ｍｏｂｉｌｅ－Ｓｔａｔｉｏｎ　Ｓｕｂｓｃｒｉｐｔｉｏｎ　Ｉｄｅ
ｎｔｉｆｉｅｒ）を含むＤｏｗｎｌｉｎｋ　Ｄａｔａ　Ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ信号で
前記ＳＧＳＮに通知し、
　前記移動端末は、
　前記ＳＧＳＮより前記ＩＭＳＩを用いてページングを受ける手段と、
　前記着信を受け、前記移動通信ネットワークに再登録（アタッチ）する手段と、
　を有する、ことを特徴とする移動端末。
【請求項２】
　ＭＭＥ（Ｍｏｂｉｌｉｔｙ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｅｎｔｉｔｙ）と、ＳＧＳＮ（Ｓ
ｅｒｖｉｎｇ　ＧＰＲＳ　Ｓｕｐｐｏｒｔ　Ｎｏｄｅ）と、Ｓ－ＧＷ（Ｓｅｒｖｉｎｇ　
Ｇａｔｅｗａｙ）とを含み、ＩＳＲ（Ｉｄｌｅｍｏｄｅ　Ｓｉｇｎａｌｌｉｎｇ　Ｒｅｄ
ｕｃｔｉｏｎ）機能を有する移動通信ネットワークに用いられる移動端末（ＵＥ）の移動
通信ネットワークへの登録方法であって、
　前記移動通信ネットワークは、前記ＳＧＳＮが再開した場合に、前記Ｓ－ＧＷはすべて
のベアラーを保持し、前記移動通信ネットワーク外部からの着信をＩＭＳＩ（Ｉｎｔｅｒ
ｎａｔｉｏｎａｌ　Ｍｏｂｉｌｅ－Ｓｔａｔｉｏｎ　Ｓｕｂｓｃｒｉｐｔｉｏｎ　Ｉｄｅ
ｎｔｉｆｉｅｒ）を含むＤｏｗｎｌｉｎｋ　Ｄａｔａ　Ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ信号で
前記ＳＧＳＮに通知し、
　前記移動端末は、前記ＳＧＳＮより前記ＩＭＳＩを用いてページングを受け、前記着信
を受けた前記移動端末は、前記移動通信ネットワークに再登録（アタッチ）する、ことを
特徴とする移動端末の移動通信ネットワークへの登録方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　（関連出願についての記載）
　本発明は、日本国特許出願：特願２０１０－１０２１６６号（２０１０年４月２７日出
願）の優先権主張に基づく国際出願：ＰＣＴ／ＪＰ２０１１／０６０２１５（２０１１年
４月２７日）の分割出願であり、これら出願の全記載内容は引用をもって本書に組み込み
記載されているものとする。
【０００２】
　本発明は、通信ネットワークに関し、特に、次世代モバイルネットワークシステムＥＰ
Ｃ（Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｐａｃｋｅｔ　Ｃｏｒｅ）に適用して好適な移動端末とその移動通
信ネットワークへの登録方法に関する。
【０００３】
　本明細書で用いられる略語のいくつかを以下に例示する。
【０００４】
ＣＳ：Ｃｉｒｃｕｉｔ　Ｓｗｉｔｃｈｅｄ；
ＣＳＦＢ：Ｃｉｒｃｕｉｔ　Ｓｗｉｔｃｈｅｄ　Ｆａｌｌ　Ｂａｃｋ
ｅＮｏｄｅＢ（ｅＮＢ）：ｅｖｏｌｖｅｄ　ＮｏｄｅＢ；
Ｇ－ＭＳＣ：Ｇａｔｅｗａｙ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｓｗｉｔｃｈｉｎｇ　Ｃｅｎｔｅｒ
ＧＰＲＳ：Ｇｅｎｅｒａｌ　Ｐａｃｋｅｔ　Ｒａｄｉｏ　Ｓｅｒｖｉｃｅ
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ＧＴＰ－Ｃ（ＧＰＲＳ　Ｔｕｎｎｅｌｉｎｇ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｐｌ
ａｎｅ）
ＧＴＰ－Ｕ（ＧＰＲＳ　Ｔｕｎｎｅｌｉｎｇ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ　Ｕｓｅｒ　Ｐｌａｎｅ
）
Ｐ－ＭＩＰ：Ｐｒｏｘｙ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ；
ＨＳＳ：Ｈｏｍｅ　Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｓｅｒｖｅｒ；
ＩＭＳ：ＩＰ　Ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ　Ｓｕｂｓｙｓｔｅｍ；
ＩＭＳＩ：Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｍｏｂｉｌｅ－Ｓｔａｔｉｏｎ　Ｓｕｂｓｃｒ
ｉｐｔｉｏｎ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ；
ＩＳＲ：Ｉｄｌｅｍｏｄｅ　Ｓｉｇｎａｌｌｉｎｇ　Ｒｅｄｕｃｔｉｏｎ；
ＬＴＥ：Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ；
ＭＭＥ：Ｍｏｂｉｌｉｔｙ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｅｎｔｉｔｙ；
ＭＳＣ：Ｍｏｂｉｌｅ　Ｓｗｉｔｃｈｉｎｇ　Ｃｅｎｔｅｒ；
ＭＴＣ：Ｍａｃｈｉｎｅ　ｔｙｐｅ　ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ；
Ｐ－ＧＷ（ＰＧＷあるいはＰＤＮ－ＧＷ）：　Ｐａｃｋｅｔ　Ｄａｔａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ
　Ｇａｔｅｗａｙ；
ＰＤＮ：Ｐａｃｋｅｔ　Ｄａｔａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ；
ＱＣＩ：ＱｏＳ　Ｃｌａｓｓ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ；
ＲＡＩ：Ｒｏｕｔｉｎｇ　Ａｒｅａ　Ｉｄｅｎｔｉｔｙ；
ＲＮＣ：Ｒａｄｉｏ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ；
Ｓ－ＧＷ（あるいはＳＧＷ）：　Ｓｅｒｖｉｎｇ　Ｇａｔｅｗａｙ；
ＳＧＳＮ：Ｓｅｒｖｉｎｇ　ＧＰＲＳ　Ｓｕｐｐｏｒｔ　Ｎｏｄｅ；
ＳＭＳ：Ｓｈｏｒｔ　Ｍｅｓｓａｇｅ　Ｓｅｒｖｉｃｅ
ＳＣＴＰ：Ｓｔｒｅａｍ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｐｒｏｔｏｃｏ
ｌ；
ＴＡ　Ｌｉｓｔ：Ｔｒａｃｋｉｎｇ　Ａｒｅａ　Ｌｉｓｔ；
ＴＡＵ：Ｔｒａｃｋｉｎｇ　Ａｒｅａ　Ｕｐｄａｔｅ；
ＴＥＩＤ：Ｔｕｎｎｅｌ　Ｅｎｄｐｏｉｎｔ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ；
ＧＲＥ　Ｋｅｙ：Ｇｅｎｅｒｉｃ　Ｒｏｕｔｉｎｇ　Ｅｎｃａｐｓｕｌａｔｉｏｎ　Ｋｅ
ｙ；
ＵＥ：Ｕｓｅｒ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ；
ＵＭＴＳ：Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ
　Ｓｙｓｔｅｍ；
ＶＬＲ：Ｖｉｓｉｔｅｄ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｇｉｓｔｅｒ；
３Ｇ：Ｔｈｉｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ；
３ＧＰＰ：３ｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅｃｔ
【背景技術】
【０００５】
　次世代モバイルネットワークシステムＥＰＣは、３Ｇ（第３世代携帯電話通信方式）、
ＬＴＥ等を１つのネットワークに収容するネットワーク・アーキテクチャである。以下、
ネットワークノードのいくつかについて概説する。
【０００６】
　ＭＭＥは、移動管理ノードである。ＭＭＥは、ＬＴＥ無線アクセスにおいて、アイドル
モードの移動局ＵＥ（「ユーザ装置」、「移動端末」、あるいは単に「端末」ともいう）
のトラッキング等の移動管理（モビリティ制御）、認証、Ｓ－ＧＷと、基地局ｅＮｏｄｅ
Ｂ間におけるユーザデータ転送経路の設定を担う。ＭＭＥは、アイドルモードのＵＥのト
ラッキング、ページング、ベアラーのアクティベート／ディアクティベートプロセスに関
わる。ＭＭＥは、ＵＥのＬＴＥ内ハンドオーバー時にＳ－ＧＷの選択を行う。ＭＭＥは、
ＨＳＳとともに、ユーザ認証を行う。なお、ベアラーは、ｅＮｏｄｅＢ、Ｓ－ＧＷ／Ｐ－
ＧＷ間等で設定される論理的なパケット伝達経路をいう。
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【０００７】
　ＳＧＳＮは、３Ｇコアネットワークにおける移動管理ノードである。ＳＧＳＮは、移動
局の移動管理等（在圏加入者管理、在圏加入者移動管理、発着信制御、トンネリング制御
、課金制御、ＱｏＳ（Ｑｕａｌｉｔｙ　ｏｆ　Ｓｅｒｖｉｃｅ）制御等）を行うパケット
交換機である。
【０００８】
　なお、ＬＴＥコアネットワークにおいて、移動端末（ＵＥ）が電源節約状態のアイドル
状態（ＬＴＥ－Ｉｄｌｅ）では、複数のセルからなるトラッキングエリアリスト（ＴＡ　
Ｌｉｓｔ）の精度で移動局（ＵＥ）の識別が行われる（ＭＭＥはアップデートされた最新
のＴＡ　Ｌｉｓｔを保持する）。移動局への着信時、最後に登録されたＴＡ　Ｌｉｓｔで
ページングが行われる。一方、３ＧコアネットワークのＳＧＳＮは、ＲＡ（Ｒｏｕｔｉｎ
ｇ　Ａｒｅａ）でページングを行う。
【０００９】
　Ｓ－ＧＷは、ユーザデータ・パケットをルーティングして転送する。Ｓ－ＧＷは、移動
局ＵＥのコンテキスト（ＩＰベアラー・サービスのパラメータ等）を管理するベアラー管
理ノードである。Ｓ－ＧＷは、移動局ＵＥのアタッチ要求を受けたＭＭＥからのベアラー
設定要求により、Ｐ－ＧＷに対する経路設定要求、ｅＮｏｄｅ方向のベアラー等を設定す
る。また、Ｓ－ＧＷは、ダウンリンク（ＤＬ）データが端末に到着したときにページング
をトリガーする。
【００１０】
　Ｐ－ＧＷは、パケットデータネットワーク（サービスネットワーク：Ｗｅｂ閲覧サービ
スやＩＭＳ等の外部網）への移動局（ＵＥ、ユーザ装置、移動端末ともいう）の接続を行
う。
【００１１】
　以下、ＭＭＥ／ＳＧＳＮの再開について説明する。
【００１２】
　なお、「再開」、あるいは、「ＭＭＥ／ＳＧＳＮの再開」とは、障害によるサービス停
止、又は、保守等を理由とした意図的なサービス停止等により、ＭＭＥ／ＳＧＳＮにおい
て初期設定動作が行われ、その結果、ＭＭＥ／ＳＧＳＮの動作に必要な加入者情報、ベア
ラー情報が喪失することを意味する。
【００１３】
　非特許文献２（３ＧＰＰ　ＴＳ　２３．００７）には、ＭＭＥ／ＳＧＳＮの再開をＳ－
ＧＷが検知した場合、Ｓ－ＧＷは、再開が発生したＭＭＥ／ＳＧＳＮに登録されている移
動局ＵＥのベアラーコンテキストを解放することが規定されている。すなわち、非特許文
献２の記載によれば、例えばＭＭＥのフェイル後のリスタート時、ＭＭＥでは、該リスタ
ートで影響受けるベアラーコンテキストを全て削除する。Ｓ－ＧＷでＭＭＥの再開検出時
、Ｓ－ＧＷは、再開したＭＭＥに対応するＰＤＮコネクションテーブル／ベアラーコンテ
キストを削除し、ＰＤＮコネクションに関連するＳ－ＧＷ内部リソースを解放する。
【００１４】
　Ｓ－ＧＷが非特許文献２に規定される上記仕様に従って動作している場合において、Ｍ
ＭＥが再開した場合、移動局ＵＥ自身による発信、あるいは定期的に実施する周期位置登
録（Ａｔｔａｃｈ／ＴＡＵ　Ｒｅｑｕｅｓｔ等)をＭＭＥに対して行うまで、Ｓ－ＧＷに
おいて、移動局ＵＥに対してのパケット着信動作は不可能となる。
【００１５】
　移動局ＵＥに対して着信があると、ネットワークは、例えば該移動局ＵＥが位置登録し
ているエリア（トラッキングエリア）に対応する全セルで一斉呼び出し（ページング）を
行う。呼び出された移動局ＵＥは、在圏するセルにアクセスし、呼が確立されることにな
る。しかしながら、非特許文献２に規定される上記仕様によれば、ＭＭＥ再開後のＳ－Ｇ
Ｗでは、再開したＭＭＥに対応する全てのベアラー情報、リソース等を既に削除・解放し
てしまっている。すなわち、Ｓ－ＧＷでは、当該Ｓ－ＧＷからｅＮｏｄｅＢ方向の無線ア
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クセスベアラー、ＭＭＥ間のセッション情報も削除・解放してしまっており、移動局ＵＥ
に対しての着信パケット・データを受け取っても、どうすることもできない。
【００１６】
　この状態のＳ－ＧＷには、当該Ｓ－ＧＷとＰ－ＧＷ間のトランスポート・プロトコルを
なすトンネル（ＧＴＰ－Ｕ、またはＰ－ＭＩＰ）の識別情報であるＴＥＩＤ、またはＧＲ
Ｅ　Ｋｅｙも削除されている。このため、Ｓ－ＧＷにおいて、着信データはリジェクト（
ｒｅｊｅｃｔ：拒否）される。Ｓ－ＧＷからの着信パケットデータの拒否（ｒｅｊｅｃｔ
）に応答して、Ｐ－ＧＷでも、関連リソースを削除する。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【００１７】
【非特許文献１】３ＧＰＰ　ＴＳ　２３．２０３　Ｖ９．４．０（２０１０－０３）３ｒ
ｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅｃｔ；Ｔｅｃｈｎｉｃ
ａｌ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎ　Ｇｒｏｕｐ　Ｓｅｒｖｉｃｅｓ　ａｎｄ　Ｓｙｓｔ
ｅｍ　Ａｓｐｅｃｔｓ；　Ｐｏｌｉｃｙ　ａｎｄ　ｃｈａｒｇｉｎｇ　ｃｏｎｔｒｏｌ　
ａｒｃｈｉｔｅｃｔｕｒｅ（Ｒｅｌｅａｓｅ　９）、第３１頁、Ｔａｂｌｅ　６．１．７
：Ｓｔａｎｄａｒｄｉｚｅｄ　ＱＣＩ　ｃｈａｒａｃｔｅｒｉｓｔｉｃｓ
【非特許文献２】３ＧＰＰ　ＴＳ　２３．００７　Ｖ９．３．０（２０１０－０３）３ｒ
ｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅｃｔ；Ｔｅｃｈｎｉｃ
ａｌ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎ　Ｇｒｏｕｐ　Ｃｏｒｅ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　ａｎｄ　
Ｔｅｒｍｉｎａｌｓ；Ｒｅｓｔｏｒａｔｉｏｎ　ｐｒｏｃｅｄｕｒｅｓ（Ｒｅｌｅａｓｅ
　９）、第２７－２８頁
【非特許文献３】３ＧＰＰ　ＴＳ　２３．２７２　Ｖ９．３．０（２０１０－０３）３ｒ
ｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅｃｔ；Ｔｅｃｈｎｉｃ
ａｌ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎ　Ｇｒｏｕｐ　Ｓｅｒｖｉｃｅｓ　ａｎｄ　Ｓｙｓｔ
ｅｍ　Ａｓｐｅｃｔ；Ｃｉｒｃｕｉｔ　Ｓｗｉｔｃｈｅｄ（ＣＳ）ｆａｌｌｂａｃｋ　Ｉ
ｎ　Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｐａｃｋｅｔ　Ｓｙｓｔｅｍ（ＥＰＳ）；Ｓｔａｇｅ２（Ｒｅｌｅ
ａｓｅ　９）第２６－２７頁
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１８】
　上記非特許文献１、２、３の開示は引用をもって本書に繰り込まれる。以下に関連技術
の分析を与える。
【００１９】
　上記したように、Ｓ－ＧＷが非特許文献２の上記仕様に従って動作する場合、移動管理
ノードＭＭＥ／ＳＧＳＮの再開を検知したＳ－ＧＷでは、再開が発生したＭＭＥ／ＳＧＳ
Ｎに登録されている移動局ＵＥの全てのベアラーを解放する。
【００２０】
　このため、移動管理ノードＭＭＥ／ＳＧＳＮの再開後に発生した移動局ＵＥへの着信は
、当該移動局ＵＥにおいてネットワークに登録するためのアタッチ動作が行われるまで、
当該移動局ＵＥに対して通知することが出来ない。すなわち、ＭＭＥ／ＳＧＳＮの再開後
、移動局ＵＥ自身による発信又は移動局ＵＥによる周期位置登録を契機としたアタッチ動
作が完了するまでの期間、当該移動局ＵＥに対して通信サービスの着信があっても、移動
局ＵＥは、当該通信サービスを受けることが出来ない。例えば、移動局ＵＥは、ＭＭＥ／
ＳＧＳＮの再開後、最大、周期位置登録（ＴＡＵ　Ｒｅｑｕｅｓｔ）の時間間隔（例えば
４５分）の間、ＵＥ宛の着信パケットデータは当該ＵＥには届かない。
【００２１】
　つまり、パケット通信サービスが停止される状況になる。このことは、ＥＰＳネットワ
ーク上でＩＭＳが利用される場合において、社会インフラとしての通信サービス等が一定
期間受けられなくなることであり、重大な問題である。
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【００２２】
　したがって、本発明の目的は、ＳＧＳＮの再開後の移動端末に対する通信サービスの復
帰を速めることを可能とする移動端末と移動端末の移動通信ネットワークへの登録方法を
提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００２３】
　本発明の１つの側面によれば、ＭＭＥ（Ｍｏｂｉｌｉｔｙ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｅ
ｎｔｉｔｙ）と、ＳＧＳＮ（Ｓｅｒｖｉｎｇ　ＧＰＲＳ　Ｓｕｐｐｏｒｔ　Ｎｏｄｅ）と
、Ｓ－ＧＷ（Ｓｅｒｖｉｎｇ　Ｇａｔｅｗａｙ）とを含み、ＩＳＲ（Ｉｄｌｅｍｏｄｅ　
Ｓｉｇｎａｌｌｉｎｇ　Ｒｅｄｕｃｔｉｏｎ）機能を有する移動通信ネットワークに用い
られる移動端末（ＵＥ）であって、前記移動通信ネットワークは、前記ＳＧＳＮが再開し
た場合に、前記Ｓ－ＧＷはすべてのベアラーを保持し、前記移動通信ネットワーク外部か
らの着信をＩＭＳＩ（Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｍｏｂｉｌｅ－Ｓｔａｔｉｏｎ　Ｓ
ｕｂｓｃｒｉｐｔｉｏｎ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ）を含むＤｏｗｎｌｉｎｋ　Ｄａｔａ　
Ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ信号で前記ＳＧＳＮに通知し、前記移動端末は、前記ＳＧＳＮ
より前記ＩＭＳＩを用いてページングを受ける手段と、　前記着信を受けた前記移動端末
は、前記移動通信ネットワークに再登録（アタッチ）する手段と、を有する移動端末が提
供される。
【００２４】
　本発明の別の側面によれば、ＭＭＥ（Ｍｏｂｉｌｉｔｙ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｅｎ
ｔｉｔｙ）と、ＳＧＳＮ（Ｓｅｒｖｉｎｇ　ＧＰＲＳ　Ｓｕｐｐｏｒｔ　Ｎｏｄｅ）と、
Ｓ－ＧＷ（Ｓｅｒｖｉｎｇ　Ｇａｔｅｗａｙ）とを含み、ＩＳＲ（Ｉｄｌｅｍｏｄｅ　Ｓ
ｉｇｎａｌｌｉｎｇ　Ｒｅｄｕｃｔｉｏｎ）機能を有する移動通信ネットワークに用いら
れる移動端末（ＵＥ）の移動通信ネットワークへの登録方法であって、
　前記移動通信ネットワークは、前記ＳＧＳＮが再開した場合に、前記Ｓ－ＧＷはすべて
のベアラーを保持し、前記移動通信ネットワーク外部からの着信をＩＭＳＩ（Ｉｎｔｅｒ
ｎａｔｉｏｎａｌ　Ｍｏｂｉｌｅ－Ｓｔａｔｉｏｎ　Ｓｕｂｓｃｒｉｐｔｉｏｎ　Ｉｄｅ
ｎｔｉｆｉｅｒ）を含むＤｏｗｎｌｉｎｋ　Ｄａｔａ　Ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ信号で
前記ＳＧＳＮに通知し、
　前記移動端末は、前記ＳＧＳＮより前記ＩＭＳＩを用いてページングを受け、前記着信
を受けた前記移動端末は、前記移動通信ネットワークに再登録（アタッチ）する、ことを
特徴とする移動端末の移動通信ネットワークへの登録方法が提供される。
【発明の効果】
【００２５】
　本発明によれば、ＳＧＳＮの再開後の移動端末に対する通信サービスの復帰を速めるこ
とを可能としている。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】本発明の一態様の動作を説明する図である。
【図２】本発明の一態様の動作を説明する図である。
【図３】本発明の一態様の動作を説明する図である。
【図４】本発明の一態様の動作を説明する図である。
【図５】本発明の一態様の動作を説明する図である。
【図６】ＬＴＥを収容したパケット通信ネットワークを説明する図である。
【図７】２Ｇ／３Ｇを収容したパケット通信ネットワークを説明する図である。
【図８】ＬＴＥ及び２Ｇ／３Ｇを収容したパケット通信ネットワークを説明する図である
。
【図９】ＣＳＦＢ（Ｃｉｒｃｕｉｔ　Ｓｗｉｔｃｈ　Ｆａｌｌ　Ｂａｃｋ）を説明する図
である。
【図１０】本発明の第１の実施形態のシーケンスの一例を説明する図である。
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【図１１】本発明の第１の実施形態のシーケンスの一例を説明する図である。
【図１２】本発明の第１の実施形態のシーケンスの一例を説明する図である。
【図１３】本発明の第２の実施形態の動作シーケンスの一例を説明する図である。
【図１４】本発明の第２の実施形態の動作シーケンスの一例を説明する図である。
【図１５】本発明の第２の実施形態の動作シーケンスの一例を説明する図である。
【図１６】本発明の第３の実施形態の動作シーケンスの一例を説明する図である。
【図１７】本発明の第３の実施形態の動作シーケンスの一例を説明する図である。
【図１８】本発明の第４の実施形態の動作シーケンスの一例を説明する図である。
【図１９】本発明の第４の実施形態の動作シーケンスの一例を説明する図である。
【図２０】本発明の第４の実施形態の動作シーケンスの一例を説明する図である。
【図２１】本発明の第５の実施形態の動作シーケンスの一例を説明する図である。
【図２２】本発明の第５の実施形態の動作シーケンスの一例を説明する図である。
【図２３】本発明の第５の実施形態の動作シーケンスの一例を説明する図である。
【図２４】本発明の一態様の動作シーケンスの一例を説明する図である。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　本発明の好ましい態様の一つにおいて、移動管理ノード（例えばＭＭＥ／ＳＧＳＮ）が
再開した場合、ベアラー管理ノード（Ｓ－ＧＷ）では、移動管理ノード（ＭＭＥ／ＳＧＳ
Ｎ）に関連するベアラーの全てを解放することはしない。ベアラー管理ノード（Ｓ－ＧＷ
）では、該ベアラーの少なくとも１部又は／全てを保持することで、パケット着信サービ
スを継続する。すなわち、ベアラー管理ノード（例えばＳ－ＧＷ）は、移動体管理ノード
（ＭＭＥ／ＳＧＳＮ）の再開を検出すると、移動局（ＵＥ）が移動体管理ノード（ＭＭＥ
／ＳＧＳＮ）に収容されていることを確認する。ベアラー管理ノード（例えばＳ－ＧＷ）
は、移動体管理ノード（ＭＭＥ／ＳＧＳＮ）に収容されている移動局（ＵＥ）に関して、
ベアラー管理ノード（Ｓ－ＧＷ）から外部網（例えばＰＤＮ）方向に設定されているベア
ラーのうちの少なくとも１つを保持する。これにより、外部網（ＰＤＮ）側からの移動局
（ＵＥ）に対するパケット着信をトリガーとして、当該移動局（ＵＥ）をネットワークに
アタッチすることを可能とし、移動局（ＵＥ）に対する通信サービスの復帰を速めること
を可能としている。このように、本発明の好ましい態様の一つにおいては、ベアラー管理
ノード（例えばＳ－ＧＷ）は通信サービスを復帰させるための特定のベアラーを維持し、
それ以外のベアラーを削除する。そして、本発明の好ましい態様の一つにおいては、前記
ベアラー管理ノードは、前記特定のベアラーを維持する場合、タイマをスタートさせ、前
記タイマが満了すると、前記維持されていたベアラー資源を削除する構成としてもよい。
【００２８】
　また、本発明の好ましい態様の１つにおいては、移動管理ノード（ＭＭＥ／ＳＧＳＮ）
の再開後に、高信頼性の求められるサービスを選択的にベアラー選択対象とすることを可
能としている。この結果、ベアラー管理ノード（Ｓ－ＧＷ）のリソース消費を抑制すると
共に、位置登録が集中することによる輻輳を回避する。
【００２９】
　また、本発明の好ましい態様の１つにおいては、ベアラー管理ノード（Ｓ－ＧＷ）にて
、移動管理ノード（ＭＭＥ／ＳＧＳＮ）から通知された、
　移動端末（ＵＥ）の位置登録エリア情報（ＴＡ　ｌｉｓｔ／ＲＡＩ）と、
　前記移動端末に関連付けされた識別情報（ＩＭＳＩ）と、
　を保持する。前記移動管理ノード（ＭＭＥ／ＳＧＳＮ）の再開後に、前記移動端末（Ｕ
Ｅ）への着信データ受信時、前記ベアラー管理ノード（Ｓ－ＧＷ）から、前記移動管理ノ
ード（ＭＭＥ／ＳＧＳＮ）に対して、前記位置登録エリア情報（ＴＡ　ｌｉｓｔ／ＲＡＩ
）と前記識別情報（ＩＭＳＩ）を通知し、前記移動管理ノード（ＭＭＥ／ＳＧＳＮ）によ
り、前記位置登録エリア情報（ＴＡ　ｌｉｓｔ／ＲＡＩ）に対応するエリアに対してのみ
、前記識別情報（ＩＭＳＩ）を用いた一斉呼び出し（ｐａｇｅ）が行うようにしてもよい
。このようにすることで、基地局による呼び出しが行われるエリアを絞ることができる。
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【００３０】
　図１は、本発明の態様の一つを説明する図である。移動局ＵＥの登録情報を管理する移
動体管理ノードＭＭＥ／ＳＧＳＮは、移動局ＵＥの位置登録情報を事前に、Ｓ－ＧＷに通
知する。Ｓ－ＧＷは、移動局ＵＥの位置登録情報を保持する。またＳ－ＧＷは、Ｓ－ＧＷ
とＰ－ＧＷ間の各ベアラーを保持する。
【００３１】
　移動体管理ノードＭＭＥ／ＳＧＳＮに再開が発生する。
【００３２】
　Ｓ－ＧＷは、ヘルスチェック等により移動体管理ノードＭＭＥ／ＳＧＳＮの再開を検出
した場合、Ｓ－ＧＷとＰ－ＧＷ間で設定されている各ベアラーを解放せずに保持する。こ
の場合、安定したシステム復旧と通信サービスの可用性（ａｖａｉｌａｂｉｌｉｔｙ）の
向上の両立を考慮し、Ｓ－ＧＷは、高信頼性通信が要求されるサービス、例えば、オペレ
ータポリシー等に従い、高い可用性を求められるような通信、例えば、ＩＭＳにより提供
される音声サービス等を提供するベアラーだけを解放せずに、保持し続けるようにし、そ
れ以外のベアラーは削除するようにしてもよい（例えばＳ－ＧＷは、ネットワーク側から
開示されるサービスの復帰に適切な、Ｓ－ＧＷとＰ－ＧＷ間の特定のＳ５／Ｓ８ベアラー
だけを解放せずに維持し、その他のＳ５／Ｓ８ベアラーは削除するようにしてもよい）。
【００３３】
　図２に示す例では、Ｓ－ＧＷはヘルスチェック（ＧＴＰ－ｅｃｈｏ）等により移動体管
理ノードＭＭＥ／ＳＧＳＮの再開を検出した場合、Ｓ－ＧＷは、当該Ｓ－ＧＷとＰ－ＧＷ
間に設定されているベアラーのうちＩＭＳ制御用ベアラー・サービス以外は解放し、ＩＭ
Ｓ制御用ベアラーのみを保持する。このように、特定のサービスのみに適用することによ
り、システム全体に対する過負荷を回避しながら，ＭＭＥ／ＳＧＳＮを徐々に復旧させる
ことも可能となる。
【００３４】
　図３は、本発明をＩＭＳサービスに適用した場合の動作を説明する図である。Ｓ－ＧＷ
に保持されたベアラーを用いてパケットデータが届いた際に、ＵＥを特定するＩＤである
ＩＭＳＩと、事前にＳ－ＧＷに登録していた位置登録エリア情報と共に、再開が発生した
ＭＭＥ／ＳＧＳＮへパケット着信を通知する。これにより、ＭＭＥ／ＳＧＳＮは、ＩＭＳ
Ｉと位置登録エリア情報を用いてＵＥを呼び出す（ページング）ことができる。ＩＭＳＩ
を用いてページングされた移動局ＵＥは、ＭＭＥ／ＳＧＳＮに再登録（アタッチ）するこ
とにより、必要なベアラーを再度確立することで全てのパケット通信サービスを受けるこ
とができる。このようにして、本発明の態様によれば、ＭＭＥ／ＳＧＳＮが再開した場合
でも、サービスの着信を移動局ＵＥに通知し、ＭＭＥへのアタッチを促すことで、通信サ
ービスの可用性を向上できる。
【００３５】
　本発明の態様によれば、ＭＭＥ／ＳＧＳＮの再開後、ＵＥに対するパケット着信をトリ
ガーにＵＥをネットワークにアタッチすることを可能とする。着信パケットの到来により
サービスが起動されたＵＥに対して即時にパケット通信サービスを復帰することができる
。
【００３６】
　また、本発明の態様によれば、ＭＭＥ／ＳＧＳＮ再開後に、高信頼性の求められるサー
ビスのみを、本発明によるベアラー保持対象とすることを可能としている。これは、Ｓ－
ＧＷのリソース消費を抑制すると共に、位置登録が集中することによる輻輳を回避する。
この動作は、特に、ＭＴＣ等、定期的にパケット通信が発生するようなＵＥを収容した場
合に、不可欠な機能となる。つまり、この場合、ＭＭＥ／ＳＧＳＮの再開後に多くのＵＥ
に対してパケット通信が発生するため、そのパケット通信をトリガーとして加入者の復旧
作業がバースト的に発生し、結果的に、システム全体の輻輳を招く可能性があるためであ
る。
【００３７】
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　図４、図５は、本発明をＣＳＦＢに適用した例を示す図である。ＣＳＦＢ機能は、ＬＴ
Ｅ上でＶｏＩＰサービスが提供されない場合においても、３Ｇ－ＣＳドメインの機能を用
いた音声サービスを提供するため、音声発着信を３Ｇに切り替えるものである。ＣＳＦＢ
機能は、非特許文献３（Ｆｉｇｕｒｅ７．２－１　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｔｅｒｍｉｎａｔｉｎ
ｇ　Ｃａｌｌ　ｉｎ　ｉｄｌｅ　ｍｏｄｅ）が参照される。
【００３８】
　図４に示すように、ＭＭＥはＵＥの位置登録情報をＭＳＣに事前に通知する。ＭＭＥに
再開が発生すると、ＭＳＣはヘルスチェック等でＭＭＥの再開を検出する。図５に示すよ
うに、発信側のＧ－ＭＳＣから呼が着信（ＣＳ着信）すると、ＭＳＣはＩＭＳＩと位置登
録エリアをＭＭＥに通知する。ＭＭＥは、ＩＭＳＩと位置登録エリア情報を用いてＵＥを
呼び出す（ページング）ことができる。
【００３９】
　以下、本発明の例示的な実施形態を説明する。本発明が適用されるネットワークを図６
、図７、図８、及び図９に示す。
【００４０】
＜実施形態１＞
　図６は、本発明の例示的な第１の実施形態のネットワーク構成を示す図である。図６に
は、ＬＴＥを収容したパケット通信ネットワークが示されている、図６に示すように、移
動局（ＵＥ）１０１と、基地局（ｅＮｏｄｅＢ）１０２と、ＭＭＥ１０３と、ＨＳＳ１０
６と、Ｓ－ＧＷ１０４と、Ｐ－ＧＷ１０５と、外部網（ＰＤＮ）１０８と、ＩＭＳ１０９
を備えている。ＩＭＳ１０９は、回線交換（ＣＳ）、パケット交換で提供される通信サー
ビスをＳＩＰ（Ｓｅｓｓｉｏｎ　Ｉｎｉｔｉａｔｉｏｎ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）で統合しマ
ルチメディアサービスを実現する通信方式である。
【００４１】
　ＭＭＥ１０３は、Ｓ１－ＭＭＥインタフェースによるｅＮｏｄｅＢ１０２を収容し、Ｕ
Ｅの移動管理、認証、ユーザ転送経路の設定を行う。ＭＭＥ１０３はＳ６ａインタフェー
スにより、加入者情報を管理するデータベースであるＨＳＳ１０６を参照して、認証等を
行う。ＭＭＥ１０３は、Ｓ１－ＭＭＥ、Ｓ１１インタフェースを介して制御信号を送信受
信し、ｅＮｏｄｅＢとＳ－ＧＷ間のＳ１－Ｕインタフェースにおけるユーザ転送経路の設
定・解放を行う。Ｓ１－Ｕインタフェース上のトランスポートプロトコルはＧＴＰ－Ｕで
ある。
【００４２】
　Ｓ５／Ｓ８インタフェース１０７は、Ｓ－ＧＷとＰ－ＧＷ間のインタフェース（ユーザ
プレーン）であり、トランスポートプロトコルとしてトンネリングプロトコル（ＧＴＰ－
Ｕ）、またはプロクシー・モバイルアイピープロトコル（Ｐ－ＭＩＰ）が設定される。
【００４３】
　Ｓ－ＧＷ１０４は、ｅＮｏｄｅＢ１０２との間でユーザデータの送受信を行い、Ｐ－Ｇ
Ｗと、Ｓ５／Ｓ８インタフェース１０７を介して、外部ＰＤＮ単位の通信経路の設定・解
放を行う。Ｐ－ＧＷ１０５は、ＳＧｉインタフェースを介して外部網（ＰＤＮ）１０８と
接続する。以下、ＭＭＥ再開時の動作を説明する。
【００４４】
＜第一段階＞
　図１０は、第一段階として、Ｓ－ＧＷに、移動局ＵＥの位置登録エリア情報を登録する
段階を説明するシーケンス図である。図１０では、図６の基地局（ｅＮｏｄｅＢ）１０２
は省略されている。前提として、移動局ＵＥ１は、ｅＮｏｄｅＢとの間で無線制御リンク
を設定しているものとする。図１０の各ステップを以下に説明する。
【００４５】
　図１０のステップ１において、移動局ＵＥ１は、ＭＭＥ１に対して位置登録要求（Ａｔ
ｔａｃｈ　ＲｅｑｕｅｓｔあるいはＴＡＵ　Ｒｅｑｕｅｓｔ等）を送信する。なお、ＬＴ
Ｅにおいてアイドルモード（待ち受け）の移動局ＵＥの位置は、位置登録エリア情報（ト
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ラッキングエリア）という単位で管理される。トラッキングエリアは、３Ｇ／ＵＭＴＳに
おけるローケーションエリア（Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ａｒｅａ）又はルーティングエリア（
Ｒｏｕｔｉｎｇ　Ａｒｅａ）に対応し、１つ又は複数のセルからなる。各セルでは、自セ
ルが属するトラッキングエリアの識別子が報知される。アイドルモードの移動局は、在圏
するトラッキングエリアに対して位置登録しており、現在位置登録しているトラッキング
エリアの識別子を記憶している。移動局ＵＥは、セルを移動するとき、報知されているト
ラッキングエリアの識別子を受信し、報知されているトラッキングエリアの識別子が自装
置に現在登録されているトラッキングエリアの識別子と異なる場合、位置登録の更新を行
う。この位置登録の更新要求を「ＴＡＵ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」という。
【００４６】
　図１０のステップ２において、ＭＭＥ１は、移動局ＵＥ１に対して、新たに位置登録エ
リア情報（ＴＡ　Ｌｉｓｔ）を割当てる。
【００４７】
　図１０のステップ３において、ＭＭＥ１は、Ｓ－ＧＷ１に、Ｓ１１インタフェースを介
して、移動局ＵＥ１のＴＡ　Ｌｉｓｔを通知する。Ｓ－ＧＷ１は、ＭＭＥ１から通知され
たＴＡ　Ｌｉｓｔを、移動局ＵＥ１の登録情報として、Ｓ－ＧＷ１内部の記憶部（メモリ
）に保持する。
【００４８】
　なお、図１０のステップ１、２の位置登録動作それ自体は、公知であり、また、本発明
の主題とは直接関係しないことから、その詳細は省略する。
【００４９】
＜第二段階＞
　図１１は、第二段階として、ベアラーを保持する段階を説明するシーケンス図である。
図１１のステップ１において、移動局ＵＥ１は、ＭＭＥ１にアタッチ済み（アタッチ要求
発行済み）であり、Ｓ－ＧＷ１、Ｐ－ＧＷ１を用いて、各種ベアラーを確立済みである。
【００５０】
　図１１のステップ２において、ＭＭＥ１に再開が発生し、ＭＭＥ１において、アタッチ
済みのＵＥ１の登録情報が消去される。
【００５１】
　図１１のステップ３において、ＧＴＰ　Ｅｃｈｏ処理によるヘルスチェック等の処理か
ら、Ｓ－ＧＷ１は、ＭＭＥ１の再開を検出する。
【００５２】
　図１１のステップ４において、Ｓ－ＧＷ１は、ＭＭＥ１にアタッチしている全ての移動
局ＵＥを認識する（ＵＥ１がＭＭＥ１に収容されていることが確認される）。
【００５３】
　全てのサービスに対して、本発明を提供する場合、図１１のステップ５において、移動
局ＵＥ１に関するＳ－ＧＷ１から外部網ＩＭＳ１側方向の全てのベアラーが保持される。
【００５４】
　図１１のステップ６、７は、図１１のステップ５のように、移動局ＵＥ１に関わる全て
のサービスに対して本発明によるベアラー保持機能は提供せず、特定のサービス（音声サ
ービスなどを提供するＩＭＳサービス）についてのみベアラー（ＩＭＳ制御用ベアラ）を
保持する。
【００５５】
　図１１のステップ４において、移動局ＵＥ１がＭＭＥ１に収容されていることが確認さ
れた後、更に、図１１のステップ６において、Ｓ－ＧＷ１は、移動局ＵＥ１の持つベアラ
ーうちＩＭＳを提供するベアラー（ＩＭＳの制御に用いられるベアラー）があるか否かを
確認する。その際、ＩＭＳ制御用ベアラーの判断には、各ベアラーが持つ情報要素の１つ
であるＱＣＩ（ＱｏＳ　Ｃｌａｓｓ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ）値等が用いてもよい。ＱＣ
Ｉ値を用いた場合の例として、例えば、ＱＣＩ値が「５」の場合、非特許文献１（３ＧＰ
Ｐ　ＴＳ２３．２０３）の表６．１．７に従い、ＩＭＳ制御用（ＩＭＳ　Ｓｉｇｎａｌｉ
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ｎｇ）と判断し、音声サービス提供のために用いられる制御用のベアラーであると判断す
ることができる。
【００５６】
　Ｓ－ＧＷ１で管理される移動局ＵＥ１に関するベアラーのうちＩＭＳ制御用ベアラーが
あった場合、該当ベアラーだけを保持し、それ以外のベアラーについては、非特許文献２
（３ＧＰＰ　ＴＳ２３．００７）の動作に従い、ローカルに解放する。
【００５７】
　また、Ｓ－ＧＷ１は、ＩＭＳ制御用ベアラー（特定のベアラー）を保持する場合には、
移動局ＵＥ１が、既に別のＳ－ＧＷに再アタッチしている場合を考慮して、満了時（タイ
ムアウト時）に、該当ベアラー資源の解放（削除）を行うためのタイマをスタートさせる
。このタイマは、Ｓ－ＧＷ１において前記特定ベアラーを保持する場合の保持期間を制御
するものであり、保持したベアラーの解放漏れを防ぐために必要となる。このタイマに、
移動局ＵＥ１の持つ周期位置登録タイマと同等の時間を設定することで、ＵＥ１が次に周
期位置登録要求をあげてくるであろう、最低限必要な時間だけ、音声サービスの着信を、
Ｓ－ＧＷ１にて待つことができる。また、このとき、Ｓ－ＧＷ１の内部の記憶部（メモリ
）に、移動局ＵＥ１がＭＭＥ１において未登録状態であることを記憶しておく。
【００５８】
　図１１のステップ７において、ＭＭＥ１では、移動局ＵＥ１が未登録状態であり、Ｓ－
ＧＷ１とＰ－ＧＷ１ではＩＭＳ制御用ベアラーのみが保持される状態となる。以上で、第
二段階は終了である。
【００５９】
　このあと、図１２で示す第三段階が実行されなかった場合、図１１のステップ６にてス
タートしたタイマが満了した時点（タイムアウト発生時）で、Ｓ－ＧＷ１は、移動局ＵＥ
１に関して保持していた全ベアラー（ＩＭＳ制御用ベアラー資源）を削除する。
【００６０】
＜第三段階＞
　図１２は、第三段階として、第二段階の状態で、ＩＭＳ等のＰＤＮより着信が行われた
場合の動作のシーケンス図である。以下に各ステップを説明する。
【００６１】
　図１２のステップ１において、ＩＭＳ１より移動局ＵＥ１に対する音声サービスの着信
通知がＳ－ＧＷ１まで届く。
【００６２】
　図１２のステップ２において、Ｓ－ＧＷ１は、移動局ＵＥ１がＭＭＥ１の再開により未
登録状態であることを記憶しているため、ＩＭＳＩと事前に登録していたＴＡ　Ｌｉｓｔ
を含めたダウンリンク・データ・ノーティフィケーション（Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｄａｔａ
　Ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ）をＭＭＥ１へ送信し、着信を通知する。
【００６３】
　図１２のステップ３において、通知されたＩＭＳＩを持つ移動局ＵＥ１がアタッチして
いない場合、ＭＭＥ１は、受信したＴＡ　Ｌｉｓｔに対して、ＩＭＳＩを用いて移動局Ｕ
Ｅ１のページングを行う。ただし、ステップ３を実行する上で、移動局ＵＥ１が、既に（
他のＳ－ＧＷを選択し）、ＭＭＥ１にアタッチ動作が実施済みである場合がある。その場
合、ＭＭＥ１は、Ｓ－ＧＷ１に移動局ＵＥ１に関する全ベアラーの解放を促すために、ア
タッチ済みの原因を示すダウンリンク・データ・ノーティフィケーション肯定応答（Ｄｏ
ｗｎｌｉｎｋ　Ｄａｔａ　Ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ　Ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅ）を返信
する。
【００６４】
　図１２のステップ４において、ＩＭＳＩを用いたページングを受信した移動局ＵＥ１は
、アタッチ動作を行う。
【００６５】
　図１２のステップ４の移動局ＵＥのアタッチ動作は、当業者にとってよく知られており
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、また本発明とは直接関係しないことから、その詳細な構成は省略する。
【００６６】
　なお、Ｓ－ＧＷがＭＭＥの再開検出時、ｅＮｏｄｅＢとＳ－ＧＷ間のＳ１－Ｕインタフ
ェース上のトンネル（ＧＴＰ－Ｕ）がアクティブの場合、Ｓ－ＧＷは当該トンネルを解放
する。
【００６７】
＜実施形態２＞
　次に本発明の例示的な第２の実施形態として、図７のネットワーク構成において、ＳＧ
ＳＮ再開時の動作として以下に説明する。第２の実施形態は、基本的に、前記第１の実施
形態におけるＭＭＥ再開時の動作と同等である。図７の例は、２Ｇ／３Ｇを収容した構成
であり、図６のｅＮｏｄｅＢ１０２とＭＭＥ１０３を、２Ｇ／３Ｇ無線制御装置（Ｎｏｄ
ｅＢとＲＮＣ）１１０とＳＧＳＮ１１１で置き換えたものである。２Ｇ／３Ｇ無線制御装
置（ＮｏｄｅＢとＲＮＣ）１１０とＳＧＳＮ１１１間はＩｕインタフェース、２Ｇ／３Ｇ
無線制御装置（ＮｏｄｅＢとＲＮＣ）１１０とＳ－ＧＷ１０４間はＳ１２インタフェース
、ＳＧＳＮとＳ－ＧＷ間はＳ４インタフェース、ＳＧＳＮ１１１とＨＳＳ１０６間はＳ６
ｄ／Ｇｒインタフェースである。
【００６８】
　本実施形態の動作は、大きく分けて３つの段階を持つ。
【００６９】
＜第一段階＞
　図１３は、第一段階として、Ｓ－ＧＷ１に移動局ＵＥの位置登録エリア情報を登録する
段階のシーケンス図である。以下に各ステップを説明する。
【００７０】
　図１３のステップ１において、移動局ＵＥ１がＳＧＳＮ１に、位置登録要求（Ａｔｔａ
ｃｈ　Ｒｅｑｕｅｓｔ／Ｒｏｕｔｉｎｇ　Ａｒｅａ　Ｕｐｄａｔｅ　Ｒｅｑｕｅｓｔ等）
を出す。ルーティングエリア更新要求（Ｒｏｕｔｉｎｇ　Ａｒｅａ　Ｕｐｄａｔｅ　Ｒｅ
ｑｕｅｓｔ）はＳＧＳＮへの位置登録更新要求である。
【００７１】
　図１３のステップ２において、ＳＧＳＮ１が移動局ＵＥ１に新たに位置登録エリア情報
（ＲＡＩ）を割り当てる。
【００７２】
　図１２のステップ３において、ＳＧＳＮ１がＳ－ＧＷ１に、移動局ＵＥ１のＲＡＩを通
知し、Ｓ－ＧＷ１は通知されたＲＡＩを移動局ＵＥ１の登録情報として保持する。
【００７３】
　なお、図１２の位置登録動作は、当業者にとってよく知られており、また本発明の主題
とは直接関係しないことから、その詳細な構成は省略する。
【００７４】
＜第二段階＞
　図１４は、第二段階として、ベアラーを保持する段階のシーケンス図である。以下に各
ステップを説明する。
【００７５】
　図１４のステップ１において、移動局ＵＥ１はＳＧＳＮ１にアタッチ済みであり、Ｓ－
ＧＷ１、Ｐ－ＧＷ１を用いて各種ベアラーを確立済みである。
【００７６】
　図１４のステップ２において、ＳＧＳＮ１に再開処理等が発生し、アタッチ済みの移動
局ＵＥ１の登録情報が消去される。
【００７７】
　図１４のステップ３において、ＧＴＰ　Ｅｃｈｏ処理によるヘルスチェック等の処理か
ら、Ｓ－ＧＷ１はＳＧＳＮ１の再開を検出する。
【００７８】
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　図１４のステップ４において、Ｓ－ＧＷ１は、ＳＧＳＮ１にアタッチしている全ての移
動局ＵＥを認識する（移動局ＵＥ１がＳＧＳＮ１に収容されていることが確認される）。
【００７９】
　全てのサービスに対して本発明を適用する場合は、図１４のステップ５において、全て
のベアラーが保持される。
【００８０】
　図１４のステップ６、７は、図１１のステップ５のように、全てのサービスに対してベ
アラーを保持することはせずに、特定のサービス（以下の例では、音声サービスなどを提
供するＩＭＳサービス。）に関するベアラーのみ保持するようにしている。
【００８１】
　図１４のステップ４において、移動局ＵＥ１がＳＧＳＮ１に収容されていることが確認
された後、更に、図１４のステップ６において、Ｓ－ＧＷ１は、移動局ＵＥ１の持つベア
ラーのなかでＩＭＳを提供するベアラー（ＩＭＳの制御に用いられるベアラー）があるか
を確認する。その際、ＩＭＳ制御用ベアラーの判断には、各ベアラーが持つ情報要素の１
つであるＱＣＩ（ＱｏＳ　Ｃｌａｓｓ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ）値等を用いてもよい。例
えば、ＱＣＩ値が「５」の場合、非特許文献１（３ＰＰ　ＴＳ２３．２０３）の表６．１
．７に従い、ＩＭＳ制御用（ＩＭＳ　ｓｉｇｎａｌｉｎｇ）と判断し、音声サービス提供
のために用いられる制御用のベアラーであると判断できる。ＩＭＳ制御用ベアラーが有っ
た場合、Ｓ－ＧＷ１は、該当ベアラーだけを保持し、それ以外のベアラーについては、非
特許文献１（３ＧＰＰ　ＴＳ２３．００７）の動作に従い、ローカルに解放（削除）する
。
【００８２】
　また、ＩＭＳ制御用ベアラーを保持する場合には、移動局ＵＥ１が既に別のＳ－ＧＷ１
に再アタッチしている場合を考慮し、満了時に、該当ベアラーの解放を行うタイマをスタ
ートする。このタイマは、保持したベアラーの解放漏れを防ぐために必要となる。
【００８３】
　このタイマは、移動局ＵＥ１の持つ周期位置登録タイマと同等の時間を設定することで
、移動局ＵＥ１が次に周期位置登録要求をあげてくるであろう、最低限必要な時間だけ、
音声サービスの着信を、Ｓ－ＧＷ１にて待つことができる。また、このとき、Ｓ－ＧＷ１
では、移動局ＵＥ１がＳＧＳＮ１において未登録状態である、ことを記憶しておく。
【００８４】
　図１４のステップ７において、ＳＧＳＮ１は、移動局ＵＥ未登録状態、Ｓ－ＧＷ１とＰ
－ＧＷ１では、ＩＭＳ制御用ベアラーのみが保持される状態となる。
【００８５】
　このあと、図１５で示す第三段階が実行されなかった場合、図１４のステップ６にてス
タートしたタイマが満了した時点で、Ｓ－ＧＷ１は、移動局ＵＥ１に関して保持されてい
た全ベアラー（ＩＭＳ制御用ベアラー資源）を削除する。
【００８６】
＜第三段階＞
　図１５は、第三段階として、第二段階の状態で、ＩＭＳ等のＰＤＮより着信が行われた
場合の動作のシーケンス図である。
【００８７】
　図１５のステップ１において、ＩＭＳ１より移動局ＵＥ１に対する音声サービスの着信
通知がＳ－ＧＷ１まで届く。
【００８８】
　図１５のステップ２において、Ｓ－ＧＷ１は、移動局ＵＥ１がＳＧＳＮ１の再開により
未登録状態であることを記憶しているため、ＩＭＳＩと、事前に登録していたＲＡＩを含
めたダウンリンク・データ・ノーティフィケーション（Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｄａｔａ　Ｎ
ｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ）をＭＭＥ１へ送信し、着信を通知する。
【００８９】
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　図１５のステップ３において、通知されたＩＭＳＩを持つ移動局ＵＥ１がアタッチして
いない場合、ＳＧＳＮ１は、受信したＲＡＩに対して、ＩＭＳＩを用いて移動局ＵＥ１の
ページングを行う。ただし、図１５のステップ３を実行する上で、移動局ＵＥ１が既に他
のＳ－ＧＷを選択し、ＳＧＳＮ１にアタッチ動作が実施済みである場合がある。その場合
、ＳＧＳＮ１は、Ｓ－ＧＷ１に、移動局ＵＥ１に関する全ベアラーの解放を促すため、ア
タッチ済みの原因（Ｃａｕｓｅ）を示すダウンリンク・データ・ノーティフィケーション
肯定応答（Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｄａｔａ　Ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ　Ａｃｋｎｏｗｌｅ
ｄｇｅ）を返信する。
【００９０】
　図１５のステップ４において、ＩＭＳＩを用いたページングを受信した移動局ＵＥ１は
アタッチ動作を行う。図１５のステップ４の移動局ＵＥのアタッチ動作は、当業者にとっ
てよく知られており、また本発明の主題とは直接関係しないことから、その詳細な構成は
省略する。
【００９１】
＜実施形態３＞
　次に本発明の例示的な第３の実施形態として、図８のネットワーク構成の元でのＩＳＲ
機能（ＬＴＥ／３Ｇ位置登録省略機能）を用いた場合の動作を以下に説明する。ＩＳＲで
は、ＭＭＥとＳＧＳＮの両方に移動局ＵＥが位置登録を行う。ＬＴＥ、２Ｇ／３Ｇで無線
アクセスシステムを切り替えた場合、ＬＴＥと２ＧＥ／３Ｇで以前に登録した位置登録エ
リアから変更がない限り、ＵＥの位置登録は省略される。図８は、ＬＴＥ及び２Ｇ／３Ｇ
を収容するパケット通信ネットワーク構成を示す図である。この構成は、移動局ＵＥ１０
１に接続する２Ｇ／３Ｇ無線制御装置１１０とＳＧＳＮ１１１を、図１の構成に追加した
構成とされる。ＭＭＥ１０３とＳＧＳＮ１１１は、Ｓ３インタフェースで接続され、ＭＭ
Ｅ１０３とＳＧＳＮ１１１はそれぞれＳ６ａ，Ｓ６ｄ／ＧｒインタフェースでＨＳＳ１０
６に接続される。Ｓ－ＧＷ１０４はＳ４、Ｓ１１インタフェースでＳＧＳＮ１１１、ＭＭ
Ｅ１０３に接続される。
【００９２】
＜第一段階＞
　第一段階として、２Ｇ／３ＧからのＵＥ１の位置登録処理は、図１３に示した通りであ
る。ＬＴＥからの位置登録処理については図１０が適用される。これら２つの動作により
、Ｓ－ＧＷ１は、位置登録エリア情報としてＲＡＩ、及びＴＡ　Ｌｉｓｔを保持する。な
お、ＩＳＲ動作時の位置登録処理自体は、当業者にとってよく知られており、また本発明
の主題とは直接関係しないことから、その詳細な構成は省略する。
【００９３】
＜第二段階＞
　第二段階として、図１６は、図８のＭＭＥ１が再開した場合の動作としてシーケンスの
一例を示す図である。図１７は、図８のＳＧＳＮ１が再開した場合の動作としてシーケン
スの一例を示す図である。
【００９４】
　図１６のステップ１において、移動局ＵＥ１はＭＭＥ１に位置登録済みであり、Ｓ－Ｇ
Ｗ１、Ｐ－ＧＷ１を用いて各種ベアラーを確立済みである。
【００９５】
　図１６のステップ２において、ＭＭＥ１に再開が発生し、ＭＭＥ１において位置登録済
み移動局ＵＥ１の登録情報が消去される。
【００９６】
　図１６のステップ３において、ＧＴＰ　Ｅｃｈｏ処理によるヘルスチェック等の処理か
ら、Ｓ－ＧＷ１はＭＭＥ１の再開を検出する。
【００９７】
　図１６のステップ４において、Ｓ－ＧＷ１は、ＭＭＥ１にアタッチしている移動局ＵＥ
１がＳＧＳＮ１とＩＳＲ機能を用いて登録済みであることを知っているため、ベアラーの
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解放は行わない。また、このとき、Ｓ－ＧＷ１の内部で、移動局ＵＥ１がＭＭＥ１におい
て未登録状態であることを記憶しておく。ただし、ＳＧＳＮ１が既に再開していた場合に
は、図１１の処理と同様に、本発明による処理（移動局ＵＥ１に関わるベアラーの保持）
を動作させる。
【００９８】
　以下、図８のＳＧＳＮ１が再開した場合の動作を説明する。
【００９９】
　図１７のステップ１において、移動局ＵＥ１はＳＧＳＮ１に位置登録済みであり、Ｓ－
ＧＷ１、Ｐ－ＧＷ１を用いて各種ベアラーを確立済みである。
【０１００】
　図１７のステップ２において、ＳＧＳＮ１に再開処理等が発生し、位置登録済みの移動
局ＵＥ１の登録情報が消去される。
【０１０１】
　図１７のステップ３において、ＧＴＰ　Ｅｃｈｏ処理によるヘルスチェック等の処理か
ら、Ｓ－ＧＷ１は、ＳＧＳＮ１の再開を検出する。
【０１０２】
　図１７のステップ４において、Ｓ－ＧＷ１は、ＳＧＳＮ１にアタッチしている移動局Ｕ
Ｅ１がＭＭＥ１とＩＳＲ機能を用いて登録済みであることを知っているため、ベアラーの
解放は行わない。また、このとき、Ｓ－ＧＷ１の内部で、移動局ＵＥ１がＳＧＳＮ１にお
いて未登録状態であることを記憶しておく。ただし、ＭＭＥ１が既に再開していた場合に
は、図１４の処理と同様に、本発明による処理（移動局ＵＥ１に関するベアラーの保持を
動作させる。
【０１０３】
＜第三段階＞
　次に第三段階として、図１８は、図８のＭＭＥ１が再開した状況でのＰＤＮより着信が
行われた場合の動作をシーケンスの一例を示す図である。図１９は、図８のＳＧＳＮ１が
再開した状況でのＰＤＮより着信が行われた場合の動作をシーケンスの一例を示す図であ
る。図２０は、図８のＭＭＥ１とＳＧＳＮ１が共に再開した状況でのＰＤＮより着信が行
われた場合の動作シーケンスの一例を示す図である。
【０１０４】
　ＭＭＥ１が再開した状況でのＰＤＮより着信が行われた場合、図１８のステップ１にお
いて、ＰＤＮ１より移動局ＵＥ１に対する通信サービスの着信通知がＳ－ＧＷ１まで届く
。
【０１０５】
　図１８のステップ２において、Ｓ－ＧＷ１は、ＳＧＳＮ１に通常のダウンリンクデータ
ノーティフィケーション（Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｄａｔａ　Ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ）を
送信し、着信を通知する。
【０１０６】
　図１８のステップ３において、Ｓ－ＧＷ１は、移動局ＵＥ１がＭＭＥ１の再開により、
未登録状態であることを記憶しているため、ＩＭＳＩと事前に登録していたＴＡ　Ｌｉｓ
ｔを含めたダウンリンク・データ・ノーティフィケーション（ＤｏｗｎｌｉｎｋＤａｔａ
　Ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ）をＭＭＥ１へ送信し、着信を通知する。
【０１０７】
　図１８のステップ４において、ＳＧＳＮ１は、通常のページング（着信に対する移動局
の呼び出し）を行う。
【０１０８】
　図１８のステップ５において、通知されたＩＭＳＩを持つ移動局ＵＥ１がアタッチして
いない場合、ＭＭＥ１は、受信したＴＡ　Ｌｉｓｔに対してＩＭＳＩを用いて移動局ＵＥ
１のページングを行う。
【０１０９】
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　図１８のステップ６において、ＩＭＳＩを用いたページングをＬＴＥで受信した場合、
移動局ＵＥ１はアタッチ動作を行う。
【０１１０】
　以下、ＳＧＳＮが再開した状況でのＰＤＮより着信が行われた場合を説明する。
【０１１１】
　図１９のステップ１において、ＰＤＮ１より移動局ＵＥ１に対する通信サービスの着信
通知がＳ－ＧＷ１まで届く。
【０１１２】
　図１９のステップ２において、Ｓ－ＧＷ１は、ＭＭＥ１に通常のダウンリンクデータノ
ーティフィケーション（Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｄａｔａ　Ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ）を送
信し、着信を通知する。
【０１１３】
　図１９のステップ３において、Ｓ－ＧＷ１は、移動局ＵＥ１がＳＧＳＮ１の再開により
未登録状態であることを記憶しているため、ＩＭＳＩと事前に登録していたＲＡＩを含め
たダウンリンク・データ・ノーティフィケーション（Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｄａｔａ　Ｎｏ
ｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ）をＳＧＳＮ１へ送信し、着信を通知する。
【０１１４】
　図１９のステップ４において、ＭＭＥ１は通常のページングを行う。
【０１１５】
　図１９のステップ５において、通知されたＩＭＳＩを持つ移動局ＵＥ１がアタッチして
いない場合、ＳＧＳＮ１は、受信したＲＡＩに対して、ＩＭＳＩを用いて移動局ＵＥ１の
ページングを行う。
【０１１６】
　図１９のステップ６において、ＩＭＳＩを用いたページングを２Ｇ／３Ｇで受信した場
合、移動局ＵＥ１はアタッチ動作を行う。
【０１１７】
　以下では、ＭＭＥ、ＳＧＳＮが共に再開した状況でのＰＤＮより着信が行われた場合の
動作を説明する。
【０１１８】
　図２０のステップ１において、ＰＤＮ１より移動局ＵＥ１に対する通信サービスの着信
通知がＳ－ＧＷ１まで届く。
【０１１９】
　図２０のステップ２において、Ｓ－ＧＷ１は、移動局ＵＥ１がＭＭＥ１の再開により未
登録状態であることを記憶しているため、ＩＭＳＩと事前に登録していたＴＡ　Ｌｉｓｔ
を含めたダウンリンク・データ・ノーティフィケーションをＭＭＥ１へ送信し、着信を通
知する。
【０１２０】
　図２０のステップ３において、Ｓ－ＧＷ１は、ＵＥ１がＳＧＳＮ１の再開により未登録
状態であることを記憶しているため、ＩＭＳＩと事前に登録していたＲＡＩを含めたダウ
ンリンク・データ・ノーティフィケーションをＳＧＳＮ１へ送信し、着信を通知する。
【０１２１】
　図２０のステップ４において、通知されたＩＭＳＩを持つ移動局ＵＥ１がアタッチして
いない場合、ＭＭＥ１は、受信したＴＡ　Ｌｉｓｔに対して、ＩＭＳＩを用いて移動局Ｕ
Ｅ１のページングを行う。
【０１２２】
　図２０のステップ５において、通知されたＩＭＳＩを持つＵＥ１がアタッチしていない
場合、ＳＧＳＮ１は、受信したＲＡＩに対して、ＩＭＳＩを用いて移動局ＵＥ１のページ
ングを行う。
【０１２３】
　図２０のステップ６では、ＩＭＳＩを用いたページングを受信した場合、移動局ＵＥ１
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はアタッチ動作を行う。
【０１２４】
　なお、図１１、図１２、及び図１３におけるステップ６の移動局ＵＥのアタッチ動作は
、当業者にとってよく知られており、また本発明の主題とは直接関係しないことから、そ
の詳細な構成は省略する。
【０１２５】
＜実施形態４＞
　図９は、本発明の例示的な第４の実施形態のネットワーク構成を示す図である。図９に
は、ＣＳＦＢ（ＣＳ　Ｆａｌｌｂａｃｋ）アーキテクチャが示されている。図９を参照す
ると、移動局（ＵＥ）１０１、基地局（ｅＮｏｄｅＢ）１０２、ＭＭＥ１０３、ＨＳＳ１
０６、ＭＳＣ／ＶＬＲ１１２と、ＣＳ網１１３、Ｇ－ＭＳＣ（関門移動交換局）１１４を
備えている。図９において、発信元のＧ－ＭＳＣ１１４から移動局（ＵＥ）１０１への音
声着信動作を説明する。
【０１２６】
　発信元のＧ－ＭＳＣ１１４からＣＳ網１１３を介してＭＳＣ／ＶＬＲ１１２に、着信が
あることを伝える信号が送信される。ＭＳＣ／ＶＬＲ１１２では、着信情報から対応する
ＭＭＥ１０３を特定し、一斉呼び出し信号（Ｐａｇｉｎｇ－Ｒｅｑｕｅｓｔ－ｍｅｓｓａ
ｇｅ）をＭＭＥ１０３に送信する。ＭＭＥ１０３は、一斉呼び出し信号を在圏移動局に送
信する。この一斉呼び出し信号（ページング信号）には、ＣＳサービスの呼び出しである
ことを示す情報が含まれている。移動局ＵＥ１０１は、この情報（ＣＳサービスの呼び出
しであること）を認識し、ＭＭＥ１０３に対してＣＳサービス要求信号を送信する。ＭＭ
Ｅ１０３はハンドオーバー命令をＵＥ１に送信する。移動局ＵＥ１０１は、ハンドオーバ
手順を実行するとともに３Ｇに切り替える。３Ｇへ切り替えた移動局ＵＥ１０１は、ＭＳ
Ｃ／ＶＬＲ１１２に対して、一斉呼び出し応答を送信する。その結果、当該音声着信に対
する移動局の音声通話が開示される。ＭＭＥ再開時の動作として以下に説明する。
【０１２７】
　本発明の動作は大きく分けて３つの段階を持つ。
【０１２８】
＜第一段階＞
　図２１は、第一段階として、ＭＳＣに、移動局ＵＥの位置登録エリア情報を登録する段
階のシーケンス図である。以下に各ステップを説明する。
【０１２９】
　図２１のステップ１において、移動局ＵＥ１がＭＭＥ１に、ＣＳＦＢ用位置登録要求（
Ａｔｔａｃｈ　Ｒｅｑｕｅｓｔ、ＴＡＵ　Ｒｅｑｕｅｓｔ等）を出す。
【０１３０】
　図２１のステップ２において、ＭＭＥ１が、移動局ＵＥ１に対して、新たに位置登録エ
リア情報ＴＡ　Ｌｉｓｔ）を割当てる（払い出す）。
【０１３１】
　図２１のステップ３において、ＭＭＥ１がＭＳＣ１に、移動局ＵＥ１のＴＡ　Ｌｉｓｔ
を通知する。ＭＳＣ１は、ＭＭＥ１から通知されたＴＡ　Ｌｉｓｔを移動局ＵＥ１の登録
情報として保持する。
【０１３２】
　なお、図２１の位置登録動作は、当業者にとってよく知られており、また本発明の主題
とは直接関係しないことから、その詳細な構成は省略する。
【０１３３】
＜第二段階＞
　図２２は、第二段階として、ベアラーを保持する段階のシーケンス図である。以下に各
ステップを説明する。
【０１３４】
　図２２のステップ１において、移動局ＵＥ１はＭＭＥ１にアタッチ済みである。
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【０１３５】
　図２２のステップ２において、ＭＭＥ１に再開処理等が発生し、アタッチ済みの移動局
ＵＥ１の登録情報が消去される。
【０１３６】
　図２２のステップ３において、ＳＣＴＰによるヘルスチェック等の処理から、ＭＳＣ１
はＭＭＥ１の再開を検出する。
【０１３７】
　図２２のステップ４において、ＭＳＣ１はＭＭＥ１にアタッチしている全ての移動局Ｕ
Ｅを認識する（移動局ＵＥ１がＭＭＥ１に収容されている事が確認される）。以上が第二
段階である。
【０１３８】
＜第三段階＞
　次に第三段階として、図２３に、第二段階の状態で、ＣＳドメイン経由での着信（音声
着信、あるいはＳＭＳ等）が行われた場合の動作シーケンスの一例を示す。以下、各ステ
ップを説明する。
【０１３９】
　図２３のステップ１において、Ｇ－ＭＳＣなどより移動局ＵＥ１に対する着信通知がＭ
ＳＣ１まで届く。
【０１４０】
　図２３のステップ２において、ＭＳＣ１は、移動局ＵＥ１がＭＭＥ１の再開により未登
録状態であることを記憶しているため、ＩＭＳＩと事前に登録していたＴＡ　Ｌｉｓｔを
含めたページング要求メッセージ（ＳＧｓＡＰ－ＰＡＧＩＮＧ－ＲＥＱＵＥＳＴ　ｍｅｓ
ｓａｇｅ）をＭＭＥ１へ送信し、着信を通知する。
【０１４１】
　図２３のステップ３において、通知されたＩＭＳＩを持つＵＥ１がアタッチしていない
場合、ＭＭＥ１は、受信したＴＡ　Ｌｉｓｔに対して、ＩＭＳＩを用いて移動局ＵＥ１の
ページングを行う。
【０１４２】
　ただし、図２３のステップ３を実行する上で、移動局ＵＥ１が既に（他のＭＳＣを選択
し）ＭＭＥ１にアタッチ動作が実施済みである場合がある。
【０１４３】
　その場合、ＭＭＥ１は、ＭＳＣ１に対して、移動局ＵＥ１に関する全ベアラーの解放を
促すため、アタッチ済みの原因（Ｃａｕｓｅ）を示すページング拒否メッセージ（ＳＧｓ
ＡＰ－ＰＡＧＩＮＧ－ＲＥＪＥＣＴ　ｍｅｓｓａｇｅ）を返信する。
【０１４４】
　図２３のステップ４において、ＩＭＳＩを用いたページングを受信した移動局ＵＥ１は
アタッチ動作を行う。図２３のステップ４における移動局ＵＥのアタッチ動作は、当業者
にとってよく知られており、また本発明の主題とは直接関係しないことから、その詳細な
構成は省略する。
【０１４５】
　上記実施形態の図面では、説明の簡単のため、Ｐ－ＧＷはＰ－ＧＷ１の１つしか示して
いないが、Ｐ－ＧＷ２、Ｐ－ＧＷ３、Ｐ－ＧＷＮ等の複数のＰ－ＧＷを用いた場合でも同
様である。
【０１４６】
　次に本発明の態様の一つについて図２４を参照して説明する。図２４は図１０等を補足
するものであリ、ネットワークトリガー型のサービスリクエストによる加入者データのリ
インスタレーション（Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　ｄａｔａ　ｒｅ－ｉｎｓｔａｌｌａｔｉｏ
ｎ　ｂｙ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｔｒｉｇｇｅｒｅｄ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｒｅｑｕｅｓｔ）を
説明する図である。なお、図２４にはｅＮｏｄｅＢは省略されている。
【０１４７】
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Ｓ１）ＭＭＥは最新のＴＡリスト（ｌａｔｅｓｔ　ＴＡ－ｌｉｓｔ）を対応するＳ－ＧＷ
に転送する。すなわち、ＭＭＥは、モビリティイベント発生毎に、ＵＥ単位のＴＡリスト
を、１つ又は複数のＳ－ＧＷに通知する（ＭＭＥ　ｉｎｆｏｒｍｓ　ｔｈｅ　ｌａｔｅｓ
ｔ　ＴＡ－ｌｉｓｔ　ｐｅｒ　ＵＥ　ｔｏ　Ｓ－ＧＷｓ　ｉｎ　ｅｖｅｒｙ　ｍｏｂｉｌ
ｉｔｙ　ｅｖｅｎｔ）。この情報（ＴＡリスト）は、ＭＭＥ障害等の場合に、重要である
。それは、ＭＭＥの全体のカバレッジに対してＩＭＳＩをページングすることが回避でき
るためである。１つのＭＭＥには多数のｅＮｏｄｅＢが収容されているため、全カバレッ
ジにページングすることは、ＥＰＳシステムにおいて、負担が極めて大きいためである。
【０１４８】
Ｓ２）ＭＭＥがリスタートする。
【０１４９】
Ｓ３）リスタートカウンタを１つ増やした状態でＧＴＰ　Ｅｃｈｏメッセージ（ＧＴＰ－
Ｖ２　Ｅｃｈｏ　ｒｅｓｐｏｎｓｅ　ｍｅｓｓａｇｅ）が全ての関連するＳ－ＧＷに送ら
れる。
【０１５０】
Ｓ４）関連するＳ－ＧＷでは、このＧＴＰ　ｅｃｈｏメカニズムでＭＭＥ障害（ＭＭＥ　
ｆａｉｌｕｒｅ）を検出する。Ｓ－ＧＷは、全ての／又は選択したベアラーと、ＩＭＳＩ
、ＴＡリストを維持することができる。オペレータは、トップランクのサービス（ＩＭＳ
）（ｓｅｒｖｉｃｅ　ｏｎ　ｔｏｐ（ＩＭＳ））に基づき、ベアラーを選択することがで
きる。その結果、ベアラーの維持は、重要なサービスについてのみ、選択することが可能
となる。その他（選択されたベアラー）については、現行のＭＭＥ再開機構が適用される
。Ｓ－ＧＷがベアラー資源、ＩＳＭＩ、ＴＡリストを維持する場合、Ｓ－ＧＷは、当該ベ
アラー資源等の維持期間を制御するタイマ－をスタートさせる。タイマのタイムアウト時
、維持されたベアラー資源等は削除される。この処置は、ＵＥがネットワークに再アタッ
チしたときに、当該Ｓ－ＧＷが選択されない場合に必要とされる（すなわち、当該Ｓ－Ｇ
Ｗでタイマのタイムアウト時、当該ＵＥが当該Ｓ－ＧＷとは別のＳ－ＧＷを介してネット
ワークに再アタッチしたものとして、前記維持されたベアラー資源（例えば維持された特
定のベアラーであるＳ５／Ｓ８ベアラー）等は削除される。）。
【０１５１】
Ｓ５）Ｐ－ＧＷに外部網（ＰＤＮ）からＤＬデータが届く。
【０１５２】
Ｓ６）Ｓ－ＧＷがＰ－ＧＷからＤＬデータを得る。
【０１５３】
Ｓ７）Ｓ－ＧＷは、ＩＭＳＩ、ＴＡリストを含むダウンリンク・データ・ノーティフィケ
ーションメッセージ（ＤＬ　ｄａｔａ　ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ　（ＩＭＳＩ，ＴＡ　
ｌｉｓｔ））をＭＭＥに送る。
【０１５４】
Ｓ８）ＭＭＥはＳ－ＧＷから受信したＴＡリストの全てのＴＡに対してＩＭＳＩページ（
（Ｐａｇｅ（ＩＭＳＩ）ｔｏ　ＴＡｓ　ｓｐｅｃｉｆｉｅｄ　Ｉｎ　ＴＡ　ｌｉｓｔ）を
開始する。
【０１５５】
Ｓ９）移動局ＵＥは、ＩＭＳＩページを受け取ると、移動局ＵＥは、アタッチ（ＡＴＴＡ
ＣＨ）手順を開示する。
【０１５６】
Ｓ１０）ＭＭＥはＵＥからのアタッチ（ＡＴＴＡＣＨ）要求を受け、ＨＳＳに位置情報更
新要求を送る。
【０１５７】
Ｓ１１）ＨＳＳは、位置情報更新承認をＭＭＥに送る。
【０１５８】
Ｓ１２）ＭＭＥは、ｅＮｏｄｅＢを介して、移動局ＵＥにＡＴＴＡＣＨ受理を送信する。
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【０１５９】
Ｓ－ＧＷは、ＭＭＥの再開を検出した場合に、ベアラーやＩＭＳＩやＴＡリストを維持す
る。これにより、ＭＭＥの再開後に、ＰＤＮ側からのＵＥに対するＤＬデータ着信後に、
通信サービスを即時に復帰させることができる。
【０１６０】
　また、本発明の一態様によれば、選択したベアラーだけを維持するようにした場合、Ｓ
－ＧＷのリソースの消費を抑制できる。さらに、重要なサービスに関するベアラーを選択
して維持することで、重要度の高いサービス（例えば音声通信など）に対して、ＭＭＥの
再開後、移動局への着信の到来に対して即時に通信サービスの復帰を可能としている。
【０１６１】
　さらに、本発明の一態様によれば、ベアラー、又は、ベアラーとＩＭＳＩ及びＴＡリス
トを維持する場合に、その維持期間をタイマーで管理する。そして、該タイマーのタイム
アウト時に、該維持していたベアラー、ＩＭＳＩ及びＴＡリストを解放する。このように
することで、ＭＭＥ再開後、移動局ＵＥの移動に伴い、当該ベアラーを維持している当該
Ｓ－ＧＷとは別のＳ－ＧＷに接続したような場合に、当該Ｓ－ＧＷが必要以上にベアラー
を維持し続けることを回避することができる。
【０１６２】
　以上説明したように、本発明においては、以下に記載するような効果を奏する。
【０１６３】
　再開が発生したＭＭＥ／ＳＧＳＮに登録されているＵＥの再登録契機として、パケット
着信が加わることによって、ＵＥの通信サービスの可用性が向上する。
【０１６４】
　本発明を全てのサービスに適用した場合、全てのパケット着信をＵＥのネットワークへ
の復帰契機と出来る。ただしその場合、Ｓ－ＧＷ側のリソースを多く使用する事となると
同時に、位置登録が集中する事が考えられる。Ｓ－ＧＷ１は、ＴＡ　ｌｉｓｔを保持し、
ＴＡ　ｌｉｓｔを利用したＰａｇｅ処理を行う事を可能としているが、ＴＡ　Ｌｉｓｔが
ＭＭＥ１より受信できなかった場合、ＭＭＥ１配下の全エリアに対してページングを行う
こともできる。ただしその場合、無線側のリソースを多く使用することとなる。
【０１６５】
　本発明によれば、Ｓ－ＧＷは、ＲＡＩを保持し、ＲＡＩを利用したＰａｇｅ処理を行う
事を可能としているが、ＲＡＩがＳＧＳＮ１より受信できなかった場合、ＳＧＳＮ配下の
全エリアに対してページングを行うこともできる。ただしその場合、無線側のリソースを
多く使用することとなる。
【０１６６】
　なお、上記の非特許文献の各開示を、本書に引用をもって繰り込むものとする。本発明
の全開示（請求の範囲を含む）の枠内において、さらにその基本的技術思想に基づいて、
実施形態ないし実施形態の変更・調整が可能である。また、本発明の請求の範囲の枠内に
おいて種々の開示要素（各請求項の各要素、各実施形態ないし実施例の各要素、各図面の
各要素等を含む）の多様な組み合わせないし選択が可能である。すなわち、本発明は、請
求の範囲を含む全開示、技術的思想にしたがって当業者であればなし得るであろう各種変
形、修正を含むことは勿論である。
【符号の説明】
【０１６７】
　１０１　ＵＥ
　１０２　ｅＮｏｄｅＢ
　１０３　ＭＭＥ
　１０４　Ｓ－ＧＷ
　１０５　Ｐ－ＧＷ
　１０６　ＨＳＳ
　１０７　Ｓ５／Ｓ８
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　１０８　外部網
　１０９　ＩＭＳ
　１１０　２Ｇ／３Ｇ　無線制御装置（ＮｏｄｅＢ／ＲＮＣ）
　１１１　ＳＧＳＮ
　１１２　ＭＳＣ／ＶＬＲ
　１１３　ＣＳ網
　１１４　Ｇ－ＭＳＣ（関門移動交換局）
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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【図１９】 【図２０】

【図２１】 【図２２】
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